
療養補償請求書類の流れ 

 書類の流れＡ  都支部様式第１号「療養費請求書」＆初回のみ様式第５号 

 （指定の接骨院等の場合は、都支部様式第１号の２を使用する。） 

 

    被災職員の所属(任命権者) 

          ↓     ←都支部様式第１号と初回のみ様式第５号を渡す。 

          ↓      （所定事項を記入する。） 

       被災職員本人  

          ↓     ←都支部様式第１号と初回のみ様式第５号を提出する。 

          ↓      （所定事項を記入する。） 

       指定医療機関  

          ↓     ←都支部様式第１号と初回のみ様式第５号を提出する。 

          ↓ 

   （都医師会・各柔道整復師会加入分は医師会・柔道整復師会経由） 

          ↓ 

         基 金     

          ↓ 

      指定医療機関へ支払 

 

 書類の流れＢ  様式第６号「療養補償請求書」 

    被災職員の所属(任命権者) 

          ↓     ←様式第６号を渡す。 

          ↓      （所定事項を記入する。） 

       被災職員本人  

          ↓     ←様式第６号を提出する。 

          ↓      （所定事項を記入する。） 

      医療機関・薬局等 

          ↓     ←様式第６号と添付資料を受け取る。 

          ↓      （受任者欄、証明欄等の所定事項を記入してもらう。） 

       被災職員本人  

          ↓     ←様式第６号と領収書等添付書類を提出する。 

          ↓      （記入もれ等がないよう内容を点検する。） 

    被災職員の所属(任命権者) 

          ↓     ←様式第６号と領収書等添付書類を提出する。 

          ↓      （再度、所属で記入もれ等がないよう内容を点検する。P.76～78 

          ↓           療養補償請求書（様式第６号）のチェックポイントを参照） 

         基 金     

      ↓        ↓ 

【受領委任の場合】    【本人請求の場合】 

医療機関・薬局等     被災職員へ口座振込 

へ口座振込 

 
 

※ 初回の請求時のみ様式第５号（療養の給

付請求書）を必ず添付してください。 




